
 

 

  

地方創生への積極的な取組をはじめ、医療・介護等の社会保障、施設

の老朽化や防災・減災対策を含めた社会資本整備、地域の人口動態や行

政区域の拡大等に伴う新たな対応など、都市自治体の行政運営に必要な

財政需要については、単独事業を含め的確に地方財政計画に反映させ、

必要な地方交付税総額を確保し、地方交付税の持つ財源調整・財源保障

の両機能を強化すること。 
 
 

平成 29 年４月に予定されていた消費税率 10％への引上げが２年半先

送りされたところであるが、基礎自治体においては、既に子ども子育て

等をはじめとする社会保障の充実のための施策に取り組んでいるとこ

ろであり、これら施策の推進に支障が生じることのないよう、必要な財

源を確保すること。 
 
 

固定資産税は市町村財政を支える安定した基幹税であり、市町村の行

政サービスを支えるうえで不可欠なものとなっていることから、引き続

きその安定的確保を図ること。 

また、平成 28 年度税制改正において創設された償却資産に対する固

定資産税の時限的な特例措置については、期間の延長や対象範囲の拡大

は断じて行わないこと。 

 
 

ゴルフ場利用税については、その税収の７割が交付金としてゴルフ場

所在市町村に交付されており、市町村のゴルフ場関連の財政需要に対応

するとともに、特に財源に乏しい中山間地域の市町村にとっては貴重な

財源となっていることから、現行制度を堅持すること。 

 

平成 28 年 10 月 

全 国 市 長 会 

平成 29 年度 都市税財源の充実確保について 

 固定資産税の安定的確保 

 ゴルフ場利用税の現行制度の堅持 

 地方交付税の総額確保 

 社会保障に係る安定財源の確保 


